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禁 無断複写・転載2026年度 (令和8年度) 税制改正速 報

免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の見直し

1．改正のポイント

（1）趣旨・背景

（2）内容

免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置について、インボイス制度の影響を受ける

小規模な国内事業者への配慮として更なる激変緩和を図るとともに、本経過措置が租税回避等にも利用さ

れていることを踏まえ、その防止を図ることとする。

①経過措置に係る適用期限と控除可能割合の見直し

免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置について、本経過措置の最終的な適用期限

を２０３１（令和13年）9月30日へと２年延長し、控除可能割合を2026（令和８）年10 月からは７0％、

2028（令和10） 年10 月からは５0％、2030（令和12） 年10 月からは３0％と段階的に縮減させる。
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２．適用時期

３．実務のポイント

②経過措置の適用に係る上限額の見直し

一の免税事業者からの課税仕入れの額の合計額が年間で１億円（改正前：１０億円）を超える場合には、その

超える部分の課税仕入れについて、本経過措置の適用を認めないこととする。

2026（令和8）年１０月１日以後に開始する課税期間から適用される。

・本経過措置に係る上限額が10億円から1億円へ大きく引き下げられるため、一の免税事業者からの課税

仕入れの額の合計額の管理の必要性が増すことになる。

・税制改正大綱では本経過措置に係る上限額について、取引実態等を踏まえ、今後の更なる引下げを検討す

ることとされている。

1．改正のポイント

（2）内容


